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科学研究費助成事業－科研費－の目的・性格

科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）は、人文学、社会科学から自
然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研
究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的
研究費」であり、ピアレビューにより、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先
駆的な研究に対する助成を行うものです。

（令和6年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領より抜粋）

Ａ
大
学

Ｂ
大
学

Ｚ
大
学

a

b

z 

競争的
研究資金
（科研費）

機関配分資金（運営費交付金など）
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科学技術・学術審議会学術分科会 研究費部会（第12期第10回）資料
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JSPS HPより引用 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/index.html

4



JSPS HPより引用 https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_tokus2024/r7_4_kobo.pdf
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JSPS HPより引用 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html
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JSPS HPより引用 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html
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JSPS HPより引用 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/index.html

2781 702 3,486,900            4,967
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始まり…

2013年10月
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研究費部会
 

○学術分科会「科研費改革の実
施方針」を踏まえた、科研費改
革の枠組み・制度の審議

具体的な審査・評
価方法の検討を付
託

平成30年度助成に向けた
改革案の策定依頼

審査の在り方を踏
まえた改革提案

「科研費改革2018」の経緯

研究者の視点から
具体的な制度の検討

○科研費委員会 等
・審査・評価の実施
・審査・評価規程の策定

○学術システム研究センター
・審査委員候補者の選考
・審査の検証
・審査の仕組み・運営、評価

    方法等の見直し、改善を検討

日本学術振興会

科学研究費補助金審査部会

○科学研究費補助金における審
査・評価方法の検討・検証

連携

文部科学省 科学技術・学術審議会

「科研費審査システム改革2018」説明会 公開録画
https://www.youtube.com/watch?v=Hf3_sE1zpLY
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学術システム研究センターの役割
～公正で透明性の高い審査・評価制度、制度改善に向け、

研究者コミュニティーとの橋渡し～

日本学術振興会＊

研究助成
○科学研究費助成事業
「科学研究費委員会」

研究者養成
○特別研究員 等
「特別研究員等審査会」

国際交流事業
○先端研究拠点事業 等
「国際事業委員会」

審査委員選考
審査の検証等

制度改善等

学協会
国公私立大学
国公立研究法人
財団法人研究所
民間研究機関

人文学
社会科学
数物系科学
化学
工学系科学
生物系科学
農学
医歯薬学
総合系

所長 1名
副所長 3名
相談役 1名
研究員123名

研究者
コミュニティー

学術システム
研究センター

○ 審査委員候補者の選考や審査会の進行に
関する業務に参画

○ 公募要領、審査基準の見直し等、事業全体
に対する提案･助言

○ 学術振興方策、学術動向に関する
   調査･研究

＊当時の構成
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「系・分野・分科・細目表」の見直し並びに「時限付き分科細目」
及び「特設分野」 の設定に当たっての基本的考え方

平成25年10月8日科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金
審査部会決定

(課題等) 
• これまで分科細目表の細目数は、改正のたびに増え続け、
審査の精度向上の観点から考えると細分化を評価すること
もできるが、一方で、細分化が進むことで、既存の学問分
野に立脚した研究のみが深化し、新たな研究分野や異分野
融合の研究は応募しにくいのではないか。

• 分科細目表は、いかに審査を公平・公正に行うかという観
点でこれまで見直しが行われてきているが、今後は、学術
動向の変遷に即した審査を行うために適したものとなって
いるか、また、これまでの分野の枠に収まらずに新たに伸
びていく研究を見いだせるか、という観点で見直していく
必要があるのではないか。
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細分化の状況（当時）

年度 細目数
（ｶｯｺ内は５年前からの増加数）

平成元年 １９９

平成５年度 ２３２（＋３３ ）

平成１０年度 ２４２（＋１０）

平成１５年度 ２７８（＋３６）

平成２０年度 ２８４（＋６）

平成２５年度 ３１９（＋３５）

平成２７年度【現在の細目数】 ３２１

25年余で1.5倍以上に増加
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学術システム研究センターでの説明

• 文科省からの説明（2013年10月）
はじめは否定的反応
細目数を減らすことには、これまで通り
拒否感が強かった。

（学術の進展とともに増えてきたのだ！）
ーーーーー
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• 基盤研究等の審査

「系・分野・分科・細目表」の細目ごとの審査

細目単位等で採択目安件数を設定

多数の応募を処理でき、研究者の信頼もある。

一方で、、、

既得権益化批判、細分化批判。

競争的環境での審査になっているか？

研究動向に柔軟に対応できているか？

審査に時間をとられすぎていないか？

• これでよいか？

問われていたこと
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学術システム研究センターでの議論
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ピアレビュー（Peer Review)
専門家による相互審査
学術研究： 独創性、新規性、発展性

個人の着想の重要性: ボトムアップが基本
          → 専門家でないと判断できない

建設的相互批判の原則
審査委員は応募者の研究を尊重する
専門的見地から長所を評価し、短所を指摘:

長所をさらに伸ばし、短所を克服するアイデアを提案
提案者は評価者の指摘を尊重し、研究の改善、発展

審査の健全性がピアレビューの基本

学術研究における審査、評価の考え方
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ピアレビューの意義と責任

• 優れた研究課題を見出して助成

競争的環境での切磋琢磨

• 研究者に対して： 合理性、公平性、透明性

• 国民に対して： 説明責任

• 審査制度の不断の見直しと改善は責務
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当時の審査制度

• 系・分野・分科・細目表による審査区分での審査

基盤研究（S、A、B、C）、若手研究（A、B)

→ ３２１細目ごとの審査

（さらにキーワードによる細分化で

基盤研究Bでは344の区分で審査、

基盤研究Cでは432の区分で審査）

• ２段審査方式（書面審査＋合議審査）

書面審査と合議審査は別々の審査委員が担当
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細分化の２つの意味

• 新たな学術分野の誕生

• 審査区分を独立させること

異なるものを排除する効果、審査を「貧しくする」効果

この25年余で1.5倍以上に増加
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より広い範囲での審査の必要性

• 多様な学術分野を尊重しつつ、自由な発想に基く研究を醸
成する豊かな「場」が必要

• 近隣分野も含めた競争的環境での切磋琢磨により研究の
力量を高める

• 細分化と連動した「競争性の鈍化」を乗り越えて、優れた研
究課題を選ぶという科研費審査の基本精神を追求

その実現のためには、審査方法も改善が必要

審査区分と審査方式の一体改革
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制度設計での熱い議論
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新しい審査区分の策定

• 当時の「系・分野・分科・細目表」を廃止し、小区分、
中区分、大区分からなる審査区分表を策定した。

• 新たな「審査区分表」は、審査区分表（小区分一
覧）、審査区分表（中区分、大区分一覧）からなる。

• 審査区分表は科研費審査のための区分を表すもの
であり、大学の学科や学会の分野などに基いている
ものではない。（学術の分類ではない）

• 学術システム研究センターにおいて、専門調査班で
の議論を中心として、2年にわたる検討を経て作成し
た。
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当時の議論 思い出すまま

• 広い分野の審査について

専門家でないと「正しい」判断ができない。

→審査に正解はあるか。審査の「精度」とは何か。

• 審査区分について

融合領域、総合領域、新興領域をどう審査するか。

自分の研究テーマが「内容の例」にない。「内容の例」はも

っと増やすべきだ。

• 審査方法について

専門分野をカバーするには審査員がもっと必要。

審査負担を考慮すべきだ。

審査委員の選考のありかた。若手の登用の是非。

25



審査区分表（小区分一覧）の例

～（中略）～

小区分の説明
「xx関連」とすることで固定さ
れたものでないことを明示

小区分名は番号

厳選した例
小区分の内容の説明

内容の例
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内容の例

審査区分表（中区分・大区分一覧）の例

～（中略）～

中区分の説明
「xxおよびその関連分野」とすることで
固定されたものでないことを明示

小区分を集めて中区分を設定。
その内容は小区分の内容で示す。
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内容の例

審査区分表（中区分・大区分一覧）の例

～（中略）～

～（中略）～

内容の例

内容の例
中区分を集めて大区分を設定。
その内容は小、中区分の内容で示す。

大区分名は記号
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I J K

・３～５名程度の分科ごと（人社系は細目ごと）のグループが
合議審査を実施

・合議審査においては、基本的に書面審査の結果を尊重
・最終的に他の審査グループも含め小委員会として採否を決定

E F G

A B C D

・審査委員が書面審査を電子システム上で実施
・他の審査委員の評価を参照することができない

L
M

N

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

・書面審査、合議審査による２段審査制
・書面審査、合議審査は別の審査委員が実施
・書面審査は細目毎に４名又は６名の審査委員が専門的見地から個別に審査
・合議審査は、第一段審査結果（評点、審査意見等）を基にして、第一段審査委員とは異なる
  審査委員による小委員会（９～３３名程度）において合議により審査

細
目
Ａ

細
目
Ｂ

グループ（２）

グループ（１）

※書面審査とは別の審査委員

※書面審査とは別の審査委員

＜○○小委員会＞

H
応募
書類

書面審査
集計結果

書面審査
集計結果

グ
ル
ー
プ
ご
と
の
合
議
審
査
後
、
小
委
員
会
と
し
て
採
否
を
決
定

書面審査（細目ごと） 合議審査（○○小委員会）

従来の基盤研究の審査：２段審査制 29



A B C D

E F G H

＜審査委員＞

A
B C

D

E
F G

H

＜審査委員＞

1. 書面審査（中区分ごと） 2. 合議審査（中区分ごと）

「総合審査」の導入

採
択
課
題
の
決
定

●総合審査の審査イメージ

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

書面審査
結果

総合審査： 書面審査委員と合議審査委員は同一
1．書面審査で応募書類を読み評価
2．その結果を持ちより、合議により採択課題を決定
（1件1件について申請課題を議論し、議論に基いて採否を決める）
特設分野研究ですでに実施

専門性を保ちつつ、より幅広い分野の審査委員による多角的な
視点からの評価が可能

→ 基盤研究(S、A)、挑戦的研究に導入

意見を交換
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「２段階書面審査」の導入

●２段階書面審査の審査イメージ

採
択
課
題
の
決
定

A B C D

＜審査委員＞

１段階目の書面審査（小区分ごと） ２段階目の書面審査（小区分ごと）

応募
書類

A B C D

＜審査委員＞

応募
書類

応募
書類

応募
書類

他の審査委員の評価を参照可能。

「総合審査」は、応募件数が多い種目では直ちに実施する
ことは困難
「２段階書面審査」を導入: 同じ審査委員が書面審査を２回行う。
1．書面審査で申請書類を読み評価を付ける
２．それを集計し、採否のボーダー付近の課題について他の審査委員

の意見も参考に再評価。その結果により採否を決定。
合議審査は行わない。
他の審査委員の意見を参考にした慎重な評価、審査の効率化

→ 基盤研究(B、C)、若手研究等に導入

１段書面
審査結果

１段書面
審査結果

１段書面
審査結果

１段書面
審査結果
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更新済
「科研費審査システム改革2018」の概要 32



「科研費改革2018」における応募と審査
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応募者に求められるもの

• 9.4 万件の申請数，26%程度の平均採択率の環境

• 研究の目的，意義，独自性，創造性等の明確な記
述

• 審査区分を十分に認識した記述

大型種目ほど，より大きな区分，より広範な

審査員により審査

従来の細目に特化した審査方式とは異なる

34



研究計画調書（基盤Aの例）

本研究計画調書は「中区分」の審査区分で審査される。記述に

当たっては、「科学研究費助成事業における審査及び評価に関す
る規程」（公募要領参照）を参考にすること。

本研究の目的と方法などについて、６頁以内で記述すること。

冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し、本文には、(1)本研究
の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核心を
なす学術的「問い」、(2)本研究の目的及び学術的独自性と創造
性、(3)関連分野の研究動向と本研究の位置づけ、(4)本研究で何
をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、(5)本研究の目
的を達成するための準備状況、(6)本研究がどのような国際性（将
来的に世界の研究をけん引する、協同を通じて世界の研究の発
展に貢献する、我が国独自の研究としての高い価値を創出する
等）を有するかについて具体的かつ明確に記述すること。

本研究を研究分担者とともに行う場合は、研究代表者、研究分
担者の具体的な役割を記述すること。
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審査員に求められるもの

• 9.6 万件の申請数，約 7800 人の審査員

• 旧来の細目より広い範囲の内容を研究計画調書
に沿って審査

• 合議や二段書面審査においては他の委員の意見
等を理解，建設的な議論

• 優れた研究課題の発掘
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最後に伝えたいこと
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「科研費改革2018」の目指したもの

• 基盤研究（Ａ）および挑戦的研究について、相対評
価が可能な競争的環境で「総合審査」により優れ
た研究課題を採択できるようにする。

• 一方、基盤研究（B、C）、若手研究等では「２段階
書面審査」で慎重な審査。合議審査を廃止して効
率化

• 分野間の相互刺激を通して一層の研究水準の向
上を図るとともに、新しい研究の芽を育てる。

• 応募者がより広い視野で自らの研究を位置付ける
ことで、新たな研究の発展を促進する。
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文部科学教育通信、413、12 (2017)
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私の思いと感じたこと

• リアクションではなくアクションに
昔から「お上に政策、民に対策」 これではダメ！
「審査が細分化されすぎ」と言う指摘に対して、科
研費審査の基本＊に立ち返って、「区分と審査方
の一体改革」で応えた。
＊「申請書に基づき、競争的環境で優れた研究課題を選ぶ」

• 微分と積分
理想（原点）の追求は必要
一方、現実的要請もある
原点からの距離と進む方向の認識
が必要。 原点

現時点

リアクションどのくらい
離れているか
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勝木元也 先生
(1943 – 2024)
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かつて国民は大学のパトロンであった。成果の見返りを求めず人材に投資
してきた。しかし、近年パトロンからスポンサーとなって大きく見返りを求める
ようになった。その結果、競争が激しくなり、ある分野では大きな進歩があっ
たが、別の分野は取り残され、全体として大学の知的基盤は低下した。
どちらが良いというわけではないが、施策の時期と場とを綿密に検討しなが

ら舵取りを行う必要があるのではないか。
何もかもに見返りを求めた結果、文化的国力の衰退を招き、国家の品格の

低下は著しく、近年、日本の「科学技術創造立国」の根幹を揺るがすことにな
りつつある。
その原因は大学の構造的変質にある。少なくとも30年前には、大学のどの

教授や若手の研究者たちをとっても、非凡で、個性的、規格外、桁外れの変
人、奇人が、そこいら中にいたものだ。その豊かな多様性は、互いに互いを認
め合い、切磋琢磨する愉快なる知的活動の場であった。
大学の持つアカデミズムは伝統的なものであるが、決して古臭いものでは

ない。お互いに寛容で、議論百出し、常に新しい波が沸き起こるというもので
ある。
（後略）

勝木元也 「科研費システム改革と科研費獲得の真髄」幻冬舎より抜粋
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私の思いと感じたこと

• リアクションではなくアクションに
昔から「お上に政策、民に対策」 これではダメ！
「審査が細分化されすぎ」と言う指摘に対して、科
研費審査の基本＊に立ち返って、「区分と審査方
の一体改革」で応えた。
＊「申請書に基づき、競争的環境で優れた研究課題を選ぶ」

• 微分と積分
理想（原点）の追求は必要
一方、現実的要請もある
原点からの距離と進む方向の認識
が必要。

気が付いたら、にならないよう
原点

現時点

リアクションどのくらい
離れているか
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